
一般社団法人産業保健法学研究会 

第１２期事業報告書 

（２０２４年１１月１日から２０２５年１０月３１日まで） 

 

 この期は、２０１５年２月に法人名が産業保健法学研究会に変更され、事務局

の住所が日本予防医学協会西日本事業部に移動してから１１期目に当たる。 

 第８期以後、本法人は、理事も最少人数として、その活動の実質は、新設予定

の日本産業保健法学会の支援と役員らによる産業保健法学の研究活動に移行し

ている。 

 

１）産業保健法学会の支援 

産業保健法学会、産業保健法学の研究に関係する交際費等を支援した。 

 

２）産業保健法学の研究活動 

三柴理事により、産業保健法学にかかる研究の国内外での発表が行われた。そ

れにかかる諸経費が支出された。 

 

３）産業保健法学の教育研修活動 

産業医アドバンスト研修会及び株式会社エムステージの協力を得て三柴理事

により、産業保健法学にかかる研修が行われ、約３０名の参加を得て、５５万円

あまりの収益があった。 

 

 


